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○薩摩川内市営墓地条例施行規則  

平成１６年１０月１２日  

規則第１４８号  

改正 平成１７年１２月２７日規則第１３９号  

平成３０年３月２６日規則第９号  

（趣旨）  

第１条 この規則は、薩摩川内市営墓地条例（平成１６年薩摩川内市条例第１６

８号。以下「条例」という。）第２３条の規定に基づき、薩摩川内市営墓地（以

下「市営墓地」という。）の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものと

する。  

（指定管理者の指定の申請）  

第２条 条例第５条の規定による申請は、市営墓地指定管理者指定申請書（様式

第１号）により行うものとする。  

２ 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。  

（１） 市営墓地の管理に関する事業計画書  

（２） 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

（指定通知書の交付）  

第３条 市長は、条例第６条の規定により指定管理者を指定したときは、市営墓

地指定管理者指定通知書（様式第２号）を交付するものとする。  

（使用許可等）  

第４条 条例第１０条第１項の規定により市営墓地の使用許可を受けようとする

者は、あらかじめ市営墓地使用許可申請書（様式第３号）に条例同条第２項に

該当することを証明する書類を添付し、これを指定管理者に提出しなければな

らない。  

２ 条例第１０条第４項に規定する規則で定める市営墓地使用許可証は、様式第

４号のとおりとする。  

（認可）  

第５条 条例第１２条第２項の規定により使用権を承継することができる者は、

市営墓地継続使用認可申請書（様式第５号）に使用権を承継することができる

者であることを証明する書類を添付し、これを指定管理者に提出しなければな

らない。  

２ 条例第１２条第３項に規定する規則で定める市営墓地継続使用認可証は、様

式第６号のとおりとする。  

（管理者設置届）  
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第６条 条例第１４条第２項の規定により、当該市営墓地の管理者を置こうとす

る者は、管理者設置届（様式第７号）を指定管理者に提出しなければならない。  

（墳墓その他の施設の構造等の基準）  

第７条 条例第１４条第３項に規定する規則で定める墳墓その他の施設の構造等

の基準は、次の表に掲げるとおりとする。この場合、高さは整地面から施設の

最高部までをいうものとする。  

墓地の名称  墳墓又はその他の施設の構造等の基準  

川内芸ノ尾第１墓地  

及び川内芸ノ尾第２墓

地  

（１） 墳墓及びこれに類するものの高さは、２．５メー

トル以下とする。  

（２） 周壁（土留石を含む。）等の高さは、０．５メー

トル以下とし、使用地の境界を越えてはならない。  

（３） 植木は低木に限り、その高さは２．０メートルを

超えてはならない。  

入来向山墓地  （１） 墳墓（墓碑）及びこれに類するものの高さは、１．

６メートル以内とする。  

（２） 周壁（玉垣及び鉄柵を含む。）等、植木、樹木類

を使用地に設けてはならない。  

（３） 墓標の形式は、洋式に限る。  

鹿島小牟田墓地  納骨堂等を設置する場合は、市の区画した面積以内とし、

その高さは１．８メートルを超えてはならない。  

２ 市長が特に必要と認める場合は、前項の表の基準を超えて当該施設を設ける

ことができる。  

（使用料の減免）  

第８条 条例第１７条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料

減免申請書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。  

２ 市長は、減免額を決定したときは、本人にその旨を通知する。  

（使用廃止）  

第９条 条例第１８条の規定により使用地を返還しようとする者は、使用廃止届

（様式第９号）を指定管理者に提出しなければならない。  

（墓籍台帳）  

第１０条 市長は、本市の市営墓地の健全な経営又は維持管理のため墓籍台帳を

備えなければならない。  

２ 市営墓地の利用者が前項に定める墓籍台帳の閲覧を申し出たときは、市長は
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必要に応じてその閲覧に供することができる。  

（その他）  

第１１条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この規則は、平成１６年１０月１２日から施行する。  

（経過措置）  

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市営墓地の設置及び管理に

関する条例施行規則（昭和５０年川内市規則第１８号）、入来町営墓地の設置

及び管理に関する条例施行規則（平成８年入来町規則第４号）又は鹿島村墓地

の設置及び管理条例施行規則（昭和５７年鹿島村規則第１４号）の規定により

なされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなさ

れたものとみなす。  

附 則（平成１７年１２月２７日規則第１３９号）  

１ この規則は、平成１８年９月１日から施行する。  

２ 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

（平成１７年薩摩川内市条例第７５号）による改正後の薩摩川内市墓地条例（平

成１６年薩摩川内市条例第１６９号）第６条の規定による指定管理者の指定を

受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、こ

の規則の施行前においても、改正後の第２条及び第３条の規定の例により行う

ことができる。  

附 則（平成３０年３月２６日規則第９号）  

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。  
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様式第１号（第２条関係）  

様式第２号（第３条関係）  

様式第３号（第４条関係）  

様式第４号（第４条関係）  

様式第５号（第５条関係）  

様式第６号（第５条関係）  

様式第７号（第６条関係）  

様式第８号（第８条関係）  

様式第９号（第９条関係）  

 


